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2025 年 5月 16日 更新版 
＜登録申請の際に添付する画像PDFについて＞ 
 
※  2025年４月以降の申請には、e-Rad研究者情報画面のPDFは必須となります。 

申請画面に表示される入力内容と、アップロードする研究者情報に相違がないか確認してください。 
 
 

※ 下記（ア）（イ）２枚の画像ＰＤＦを１ファイル（A４サイズで２ページ分）にしてください。 
赤枠内の項目がすべて表示されているPDFをご準備ください。 
その際研究者情報として登録した所属機関もしくは連絡先情報と（イ）の所属機関情報を必ず合致させてください。 

 
 
 
 

（ア）e-Rad研究者情報画面の「基本情報」         （イ）e-Rad研究者情報画面の「所属研究機関」  

 
 

e-rad（府省共通研究開発システム）は厚生労働科学研究成果データベースとは別システムです。 
以下にアクセスして該当する画面を取得してください。 
https://www.e-rad.go.jp/ 

 
 


